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地方自治特論 B 

（市民自治論）  

 

2017年度秋学期 

第 2回（資料 2-1） 

2017．10．5（木） 

第３時限（13：00～14：30） 

於 3号館 811室 

 

 

片木 淳 

katagi◎waseda.jp（◎は@） 

 

 

次回までに、（討論資料） 

アリストテレス『アテナイ人の国制』第 43章 

（最後に掲載）を読んで、研究しておくこと。 
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１ 町村総会 

 

1.1 町村総会をめぐる経緯 

 

1888年（明治 21年）4月 25日 市制・町村制公布 

 町村制第 31条  

「 小町村ニ於テ郡参事會の議決ヲ經町村條例ノ規定ニ依リ町村會ヲ設ケス選擧權ヲ有ス

ル町村公民ノ總會ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得                  」 

1889年（明治 22年）4月 1日 市制・町村制施行 

神奈川県芦之湯村、公民総会設置（公民 6人）。～1947年（昭和 22年）まで 

1911年（明治 44年）4月 6日 町村制全部改正 

 同法第 38条 

 「 特別ノ事情アル町村ニ於テハ郡長ハ府縣知事ノ許可ヲ得テ其ノ町村ヲシテ町村會ヲ

設ケス選擧權ヲ有スル町村公民ノ總會ヲ以テ之ニ充テシムルコトヲ得 

   町村總會ニ關シテハ町村會に關スル規定ヲ準用スル             」 

1947年（昭和 22年）5月 3日 地方自治法施行（94条、町村総会） 

1951年（昭和 26年）4月 東京都の宇津木村、村総会設置（有権者数 38人）。 

1955年（昭和 30年）4月 宇津木村、八丈町に編入され、村総会なくなる。 

2005年（平成 17年） 長野県王滝村で、村総会設置を求める条例案が議員提案されたが、 

否決 

2017 年（平成 29 年）６月 12 日 高知県大川村の和田村長が村総会の検討を表明。朝倉

議長も、村総会設置条例の必要性、村民の理解を得る手段などについて議会運営委員長

に諮問し、本年 12月 20日までの回答を求めた。 

同 年 7月 27日 総務省「町村議会のあり方に関する研究会」（座長：小田切徳美・明治

大学農学部教授）発足 

同 年 8月 18日 同委員会、「議会存続は可能」とする答申。村民総会については総務省

の研究会の結論を待つとして、本格的な検討を保留 

同 年 9月 11日 和田村長、９月定例会で「調査・研究をいったん中断」し、議会維持

の方策を優先させる姿勢を明確にした。 
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1.2 高知県土佐郡大川村の概要 

 

【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 町村議会のあり方に関する研究会」「第 1

回（平成 29年 7月 27日開催）」「資料 2 町村議会のあり方に関する課題等について」】 

 

1.3 町村総会と過去の例 

 

【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 町村議会のあり方に関する研究会」「第 1

回（平成 29年 7月 27日開催）」「資料 2 町村議会のあり方に関する課題等について」】 
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1.4 米国(ニューイングランド地方)におけるタウンミーティングの概要 

 

【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 町村議会のあり方に関する研究会」「第 2

回（平成 29年 9月 12日開催）」「資料 2 参考資料」】 

 

1.5 スイスの住民総会（Landsgemeinde） 

 

【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 町村議会のあり方に関する研究会」「第 2

回（平成 29年 9月 12日開催）」「資料 2 参考資料」】 
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２ 地方議員のなり手不足問題 

2.1 統一地方選挙における投票率の推移 

 

【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 町村議会のあり方に関する研究会」「第 1

回（平成 29年 7月 27日開催）」「資料 2 町村議会のあり方に関する課題等について」】 

 

2.2 統一地方選挙における改選定数に占める無投票当選者数の割合の推移 

 

【出典：同上】 
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2.3 町村議会議員定数・立候補者数の推移 

 

【出典：同上】 

 

2.4 総務省「地方議会に関する研究会」最終報告書（平成 27年３月） 

なり手確保問題等に関しては、以下のような課題を指摘。  

① 議員の構成について、女性の議員の割合が男性の議員に比べて著しく少なく、ま

た、60歳以上の議員の割合が特に町村議会において高いなど、住民の構成と比較し

た場合に、偏りが見られる。 

② 都道府県議会や町村議会において、無投票当選の割合が増加傾向にあることなど

に表れているように、議員のなり手の不足が深刻な問題となっている。 

③ 地方選挙の投票率が低下するとともに、都市部においては議員と住民との関係が

希薄であるなど、地方議会に対する住民の関心が大きく低下している。 

そして、「地方議会議員のあり方」について想定される検討課題として次を掲げた。 

① 大規模な地方公共団体における選挙区の設定や政策競争のある政党本位の選挙制

度の導入 

② サラリーマンの立候補や議員活動のための休暇制度、議員の任期終了後の復職制

度等の導入 

③ 女性議員の割合の増加 

④ 公務員の立候補制限や地方議会議員との兼職禁止の緩和等 
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2.5 第 31 次地方制度調査会「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナン

スのあり方に関する答申」（平成 28年 3月 16日） 

「 市町村合併等の影響もあり、議員数が減少している一方、投票率が低下し、無投票

当選の割合が増えていること等にみられるように、議会に対する住民の関心が大きく

低下しており、議員のなり手不足が深刻化している。              」 

「 特に、小規模な市町村においては、議員数や議会事務局の職員数が少ないこと等に

より議会機能を十分に発揮することが難しい状況もあることから、住民参加等により

議会機能を補完する必要がある。                       」 

 

「 (4) 幅広い人材の確保 

① 議会や議員への理解 

議員のなり手不足の要因の一つとして、住民から議会や議員の活動が適切に

認識されておらず、議会の存在意義が十分に理解されていないことが考えられ

る。 

そのためにも、情報発信の充実や意思決定過程への住民参加、議会や議員活

動の透明性向上等、議会や議員の活動に対する住民の理解や信頼を高めていく

ための継続的な取組が求められている。 

② 多様な人材の参画 

現在、議会の議員の構成は、住民の構成と比較して女性や６０歳未満の割合

が極めて低い現状にある。このことが自らの属性とは異なると考える住民の立

候補をしにくくさせており、なり手不足の原因の一つと考えられる。 

その解消のためには、多様な人材が議員として議会に参画することをしやす

くする取組が必要である。 

例えば、多様な人材が議員として活動することを容易にするため、夜間・休

日等の議会開催、通年会期制の活用等、より柔軟な議会開催等の工夫が必要で

ある。 

また、議員のなり手不足を解消するため、議員の人数を少なくし待遇面を見

直すことも考えられるが、この場合、住民の多様な意見を反映させることが課

題となる。 

なお、多様な人材の参画は選挙制度との関連も指摘されるが、選挙制度のあ

り方については、議会政治の根幹に関わる重要な事項であり、様々な観点から

議論が深められる必要がある。 

③  立候補に伴う各種制度の整備 

例えば、立候補に伴う休暇を保障する制度や休職・復職制度等の導入につい

ては、勤労者等の立候補や議員活動を容易にするための環境整備を進める観点か
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ら有効な方策の一つと考えられることから、企業をはじめとする関係者の負担等

の課題も含めた労働法制のあり方にも留意して検討する必要がある。 

また、公務員の立候補制限の緩和や地方議会の議員との兼職禁止の緩和につい

ても、多様な人材が議員として議会に参画する上で有効な方策の一つと考えられ

ることから、公務員の職務の公正な執行や職務専念義務等の課題も含めた公務員

法制のあり方にも留意して検討する必要がある。              」 

 

３ 地方議会改革 

3.1 地方議員に対する批判 

3.1.1 地方議員のイメージ 

 

3.1.2 地方議員の信頼度 

 

【以上、出典：早稲田大学マニフェスト研究所 HP「議会改革調査部会」「ローカル・マニ

フェスト推進地方議員連盟による調査」】 
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3.2 栗山町議会基本条例 

3.2.1 栗山町議会基本条例のイメージ 

 

 

【出典：栗山町議会 HP「議会の活動 ＞ 議会基本条例」「【議会基本条例】（平成 18 年 5

月 18日制定当初）」「議会基本条例のイメージ図」、平成 29年 9月 18日】 
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3.2.2 栗山町議会基本条例の特徴 

 

・ 町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置 

・ 請願、陳情を町民からの政策提案として位置づけ 

・ 重要な議案に対する議員の態度（賛否）を公表 

・ 年１回の議会報告会の開催を義務化 

・ 議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与 

・ 政策形成過程に関する資料の提出を義務化 

・ ５項目にわたる議決事項の追加 

・ 議員相互間の自由討議の推進 

・ 政務調査費に関する透明性の確保 

・ 議員の政治倫理を明記 

・ 最高規範性、４年に１度の見直しを明記 

 

【出典：栗山町議会HP「議会の活動 ＞ 議会基本条例」「栗山町議会基本条例の特徴」平

成 29年 9月 18日】 

 

3.2.3 栗山町の概要 

 

 

 

【出典：栗山町HP 「TOP > 分野 > 統計」「ポケット統計くりやま（2017年版）2017

年 3月 30日」より抜粋、平成 29年 9月 18日】 
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3.3 二元代表制 

 

「 地方自治体では、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶ、という制度をとっ

ています。これを二元代表制と言います。これに対して国では、選挙された議員で組織

された国会が指名する内閣総理大臣が内閣を組織し、国会に対して責任を負う、という

議院内閣制です。 

 このような制度の違いから、国では内閣を支持する政党とそうでない政党との間に与

野党関係が生まれます。地方議会においても、首長を支持する会派とそうでない会派の

間に、疑似的な与野党関係が生まれることがあります。しかし、これは国の議院内閣制

の枠組みを、首長選挙の際の支持不支持に当てはめているため起こることです。二元代

表制においては、制度的には与野党関係は発生しません。 

 二元代表制の特徴は、首長、議会がともに住民を代表するところにあります。ともに

住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によってある種の緊張関係を保ちながら、

議会が首長と対等の機関として、その地方自治体の運営の基本的な方針を決定（議決）

し、その執行を監視し、また積極的な政策提案を通して政策形成の舞台となることこそ、

二元代表制の本来の在り方であるといえます。                 」 

                      

 

 

  

 

【出典：三重県議会HP「県議会のしくみ > 二元代表制」。平成 29年 9月 18日採取、下

線は片木】 
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3.4 議会改革の取組状況 

3.4.1 議会基本条例（制定状況） 

 

【出典：自治体議会改革フォーラム HP「全国自治体議会の運営に関する実態調査 2017【実施中です！】」

「議会調査 2017【第一次集計】結果報告（交流会議 2017発表資料）」「調査結果報告 長野基（首

都大学東京）」。回答状況 1485 自治体（83%）】 

 

3.4.2 一問一答方式の導入 

 

 

【出典：同上】 
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3.4.3 議会改革度・ランキングベスト 20（2014年度） 

                      （早稲田大学マニフェスト研究所） 

 

【出典：早稲田大学・マニフェスト研究所 HP「議会改革調査部会」「［2017.06.12］議会改革度調査

2016ランキング（全国 上位 300位議会）」より上位20位を抜粋。1,347議会が回答（回答率 75.3%）】 

 

＜同研究所の分析観点（抜粋）＞ 

過年度同様、各設問の回答について議会改革度合を数値化するため配点を行いました。その得点による

順位付けを行い、得られた傾向について示します。 

各設問を、①「情報共有」②「住民参加」③「議会機能強化」のいずれかのカテゴリに分類し、そのカ

テゴリ毎に点数を算出しています。「和」は、①②③を合計した値であり、「積」は、①②③を積算した値

となります。そのため、1項目のみが突出していたり落ち込んでいたりする場合は、均等に得点している

場合と比べ、「積」の値が小さくなることとなります。マニフェスト研究所では、各カテゴリがそれぞれ

推進されていることが必要であるとの考えのもと、「積」を重視し、特に断りが無い場合はこの点数によ

る順位付けを行っています。 

ただし、分布をみる場合は、「積」だとばらつきが大きくなりすぎることもあり、「和」で見ている箇所

もあります。 

 各項目の、マニフェスト研究所における考え方を以下に示します。 

 

① 情報共有：本会議や委員会の議事録・動画・資料、また賛否結果と理由・政務活動費・視察結果など

をどれだけ住民に対して公開しているか、また、公開した結果どうなったかについてなど検証を実施し

ているかをみています。 

• 資料室等に保管されているだけでは住民の目に触れる機会も少ないため、その公開手段（紙媒体・

インターネット等）も重視しています。特に議会に赴かなくとも、いつでも確認できるインターネ
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ットでの公開は重要と考えます。基本的に「見ようと思えば見られる」状態では不足であり、いか

に積極的に公開・周知しているかどうかが重要です。 

• 公開までの日数や事前公開など、タイムリーな公開を行っているかも観点としてみております。 

（ただし、議案の事前公開については法制度上困難な場合も多いとのご指摘を頂いております） 

• 政務活動費は、総額だけでなく内訳をどこまで示すかも重要です。ただ、領収書まで全てインター

ネット上で公開すべきかどうか等はケースバイケースであり、「ここに来れば閲覧できる」という情

報がインターネット上で公開されていれば良いとの考え方も大いにあります。 

• 「何のために情報共有を進めるのか」という目的を確認しながら、議会活動に取り組むことが重要

であり、活動の検証をおこなっているかをみております。 

 

② 住民参加：議会傍聴のしやすさや議会報告会等の実施、住民からの意見受付をみています。 

• 本会議は「原則公開」、委員会は「制限公開」が基本となっております。ただ秘密会とするものを

除き広く公開し、傍聴を促すのが望ましいと考えます。審議資料についても傍聴時に閲覧できない

と内容が殆どわからないため、資料提供（貸与）も必要です。 

• バリアフリーや休日・夜間議会も傍聴しやすさを高めるための手段として聞いています。ただイン

ターネットやケーブルＴＶ等による配信の普及により重要度は住民側のニーズと照らし合わせて判

断するものかと考えます。 

• 議会報告会（住民説明会、意見交換会、出前講座など）は議会改革において大きな要素と考えてい

ます。直に住民と意見を交わすことにより、議会と住民との双方向コミュニケーションが大いに高

まります。目的と効果を検証の上、積極的に実施すべきと考えます。 

 

③ 議会機能強化：議会本来の権限・能力を発揮するための機能強化状況をみています。 

• 代表的なものは議会基本条例の制定ですが、議決事項の追加や事務局要員の増強・政策型議員提案

条例の制定なども機能強化の要素としてみています。 

• 討議方法を工夫し、議論を活性化させることは非常に重要と考えます。選択式の調査では確認しき

れない部分もありますが、ただ制定するだけでなく実際に活用すること、適切に使用することが重

要です。 

• 議会機能強化に限ったことではありませんがＩＣＴの活用は非常に迅速かつ大きな効果をもたら

します。ＢＰＲの観点から、住民との双方向コミュニケーション実現の観点から等、なんらかのＩ

ＣＴ導入は議会改革をスタートさせるトリガーとなりえます。ただし多大なコストをかけるのでは

なく、目的と効果を明らかにしたうえで導入する事が必要です。 

 

【出典：早稲田大学・マニフェスト研究所 HP「議会改革調査部会」「議会改革度調査 2016調査概要」

より抜粋。下線は片木】
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3.4.4 政務活動費 
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【出典：早稲田大学・マニフェスト研究所HP「議会改革度調査 2016 関連ドキュメント」

「［2017.07.25］テーマ別分析」「政務活動費 【その 1】 支給とチェック」】 
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3.4.5 議会基本条例の検証と改正 
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【出典：早稲田大学・マニフェスト研究所HP「議会改革度調査 2016 関連ドキュメント」

「［2017.07.25］テーマ別分析」「議会基本条例の検証と改正」】 
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（次回討論資料） 

アリストテレス『アテナイ人の国制』第 43章（抜粋） 
 

第四十三章 

（一） 市民の登録と壮丁とに関することは以上のようである。通常の政務に関する役人

はことごとく抽籤により任ぜられる。ただし軍事財務官と祭祀財務官と水源監督官とを

除く。これらは挙手により選ばれ、挙手により選ばれた人々はパンアテナイア祭から次

のパンアテナイア祭まで在職する＊。また軍事に関する官職もことごとく挙手により選ぶ。 

 

(二) 評議会には各部族から五十人ずつ五百人が抽籤される。各部族は抽籤の順に従って

次々にプリュタネイスとなり、その期間は初めの四部族は各々三十六日間、後の六部族

は各々三十五日間である。何となればアテナイ人は一年を陰暦によって定めているから。 

 

(三) 評議員中プリュタネイス＊＊たる者はまず国家から金を支給せられて円形堂において

会食し、次いで評議会ならびに民会を招集する。評議会は休日を除き毎日、民会は各プ

リュタネイアに四度。そして評議会の扱うべき問題や毎日の議題や、議場はどことすべ

きかを彼らプリュタネイスは公告する。 

 

(四) 彼らはまた民会をも公告する。その中の一つは主要民会で、この際諸官職がよく行な

われていると思われるか否かについて挙手採決し、また穀物の供給や国土の防備につい

て議事する定めで、また弾劾を欲する者はこの日に行ない、かつ没収財産の目録を読み、

また識らぬ間に財産の主がなくなっているようなことのないように相続財産と女子相続

人とに関する〔アルコンヘの〕願書を読まねばならない。 

 

(五) 第六プリュタネイア＊＊＊には上述の他に陶片投票を行なうべきか否かにつき挙手採

決をし、またアテナイ市民または在留外人の職業的訴訟人に対する民会告訴各々三件以

内を採決し、かつ民衆に何か約束しながら履行せぬ者があれば、これにつき採決する。 

 

(六) 〔各プリュタネイアの〕第二の民会は請願のために開かれ、この際希望者はオリーヴ

の枝を〔祭壇の上に〕置いてその欲する公私のことについて民衆と談論することができ

る。他の二回の民会は爾余の問題を扱い、この会議では神事三件、伝令および使節に関

して三件、俗事に関して三件を扱うよう法律で定められている。時には予備的採決なし

に討議することもある。伝令も使節も第一にプリュタネイスの所を訪ね、信書をもたら

す人たちも彼らにこれを手交する。 

 

 

＊ 大パンアテナイア祭から次の大パンアテナイア祭まで。したがって、任期は 4年。 

＊＊ プリュタネイス 当番評議員 

＊＊＊ プリュタネイア 当番の期間、35又は 36日 

 

【出典：村川堅太郎訳 『アリストテレス アテナイ人の国制』（2006年、岩波文庫）、P.76

～】 

 


